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環
境
衛
生
課
か
ら
の

お 
知 

ら 

せ

盆
ま
で
に
し
尿
の
く
み
取
り
を
希
望
す

る
場
合
は
、
７
月
17
日（
火
）ま
で
に
、
左

記
の
し
尿
収
集
業
者
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
７
月
17
日（
火
）を
過
ぎ
る
と
、
盆
ま

で
に
く
み
取
り
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

※
収
集
業
務
は
８
月
12
日（
日
）
か
ら
８

月
19
日（
日
）
ま
で
休
業
し
ま
す
。
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廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
の
強
化

和
歌
山
県
で
は
、
廃
棄
物
不
法
投
棄
対

策
と
し
て
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
お
よ
び
監

視
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
そ
れ
を
周
知
す

る
こ
と
で
不
法
投
棄
の
抑
制
に
つ
な
げ
て

盆
前
の
「
し
尿
の
く
み
取
り
」

い
ま
す
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
不
法
投

棄
が
無
く
な
ら
な
い
た
め
、
平
成
28
年
度

か
ら
新
規
に
小
型
監
視
カ
メ
ラ
を
導
入

し
、不
法
投
棄
対
策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

有
田
川
町
内
で
は
、
９
月
か
ら
11
月
は

奥
地
区
に
、
12
月
か
ら
平
成
31
年
２
月
に

は
上
中
島
地
区
・
川
口
地
区
・
修
理
川
地

区
に
小
型
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
と
と

も
に
重
点
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
監

視
を
強
化
し
ま
す
。

小
型
監
視
カ
メ
ラ
で
得
た
情
報
は
、
廃

棄
物
不
法
投
棄
の
抑
制
、
発
見
し
た
場
合

の
指
導
な
ど
の
徹
底
を
目
的
と
し
た
も
の

で
、
そ
れ
以
外
に
用
い
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
今
後
も
監
視
体
制
や
啓
発
、
関
係

機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
、
廃
棄
物
不
法

投
棄
の
防
止
に
取
り
組
み
ま
す
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
品
質
管
理

皆
さ
ま
の
家
庭
か
ら
出
さ
れ
た
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
（
プ
ラ
ご
み
）
は
、
町
営
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
収
集
場
で
リ
サ
イ
ク
ル
で
き

る
プ
ラ
ご
み
と
不
純
物
な
ど
に
選
別
さ

れ
、北
九
州
市
の
製
鉄
所
で
、プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
材
料
な
ど
に
再
生
さ
れ
ま
す
（
平
成

30
年
度
現
在
）。

製
鉄
所
に
送
ら
れ
る
プ
ラ
ご
み
の
品
質

は
、
再
資
源
化
さ
れ
る
際
の
効
率
や
、
再

資
源
化
製
品
の
品
質
に
関
わ
っ
て
く
る
た

め
、
そ
の
製
鉄
所
で
年
１
回
、
検
査
を
専

門
に
行
う
会
社
が
詳
し
く
検
査
し
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
検
査
は
４
月
26
日（
木
）

に
行
わ
れ
、
環
境
衛
生
課
職
員
が
立
ち
会

い
ま
し
た
。
検
査
は
大
き
な
シ
ー
ト
の
上

で
プ
ラ
ご
み
を
広
げ
、
数
人
の
作
業
員
が

念
入
り
に
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
。

検
査
は
不
適
合
物
の
混
入
比
率
に
よ
り

評
価
さ
れ
、
低
評
価
が
続
く
と
プ
ラ
ご
み

の
受
け
入
れ
を
拒
否
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

今
回
の
検
査
成
績
は
、
町
民
の
皆
さ
ま

の
絶
え
間
な
い
ご
み
分
別
努
力
の
結
果
、

品
質
評
価
で
最
優
秀
の
A
評
価
で
し
た
。

ま
た
、
危
険
物
の
混
入
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
成
績
が
今
後
も
継
続
で
き
る

よ
う
、
ご
み
の
分
別
に
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

廃棄物が散乱した不法投棄現場

不適合物がないか詳しく検査します

吉
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プラごみから
不適合物として抽出されるもの
●汚れたプラスチック製容器包装
●ＰＥＴ製の容器
●プラスチック以外の容器包装
●事業系廃棄物
●医療系廃棄物
●危険物（ライター・カミソリ・乾電池など）
●二重袋


